
 

 

 

 

 

豊かな心をもつ 

副校長 池 田 和 幸 

 

 １月１７日に阪神・淡路大震災が発生し 26 年が経ったというニュースが報じられました。その時私は

大学生でした。早朝のアルバイトが終わり、交代の人と入れ替わる際「神戸がすごいことになっている」

と聞き、急いで家に帰宅すると、横倒しになった阪神高速道路の映像がテレビ画面から流れていたのを、

今でも鮮明に思い出します。画面を見ながら、夢を見ているのではないかと錯覚するくらい、衝撃的な出

来事でした。関東大震災の話を学校などで聞いていたものの、東京のような都会で大きな地震が発生する

とどうなるのか、実感をもって捉えることができていなかったように思います。阪神・淡路大震災を経験

した中学生はもうすでに４０代前後。当たり前のことですが、時が経つとそれを知らない子供たちが生ま

れ、成長し、社会の一翼を担うようになります。震災を知らない世代が多くなり、震災の記憶はどうして

も時間と共に薄れていってしまいます。大規模災害のような社会の危機は必ず発生します。そこで得た教

訓を次の世代に継承し生かしていくことは、被害を最小限にしていくために大切なことです。阪神・淡路

大震災においても、その教訓を次世代に残しつなげていこうとする様々な工夫と取組が、行われているこ

とを知っていますが、その成果をあげていくことは、なかなか難しいと聞いています。 

「百聞は一見にしかず」という言葉があります。いくら話を聞いても自分自身で体験したことにはかな

いません。言い換えれば、自分が体験していないことは実感がわきにくいとも言えます。科学技術の進歩

によって VR（仮想現実）がますますリアリティのあるものになってきています。現実に体験しなくても

同じようなことを実感できる技術の進歩は素晴らしいことですが、そこに存在するものは、人間が創り出

したものの一つに過ぎません。人類には、これまでの歴史の中で様々な書物に書き残してきたり、絵画等

で残してきたりしてきた多くの創作物があります。このような様々な形で受け継いできたものを、我々が

しっかり心に留め自分のものとしていくことが大切です。VR のような技術が進歩した時代だからこそ、

文字や絵画といったものでも心が動く豊かな心、柔軟な心が大切です。 

今、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、これまでとは異なる生活が求められています。コンピ

ュータ技術を活用して、なるべく人と接しないように変化しています。コンピュータの画面上で人と会え

るということは、とても便利なことではありますが、実際に人に会って話をすることと、画面上で話をす

ることはイコールではありません。直接人と接していく中で得られるものの大きさを無視はできないと

思います。様々な活動に制限があり、コロナ禍で直接体験の機会が減ってしまっていることは、非常に残

念なことです。感性や情操といった豊かな心を育むためには、心が揺さぶられるような体験が重要です。

例年ならば、できていたことができなくなっている中、全てを補い代替していくことは難しいですが、学

校で可能な限り生徒の豊かな心を育むことができるように活動を見直していきたいと考えています。ま

た、２ヶ月遅れでスタートした令和２年度でしたが、夏休みの短縮、土曜授業の実施等によって、ほぼ例

年通りの学習内容を履修することができました。令和２年度も残りおよそ２ヶ月となりました。ご家庭に

も様々なご配慮、ご協力をいただき、生徒が落ち着いた学校生活を送ることができていることに感謝いた

します。今後ともよろしくお願いいたします。 
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１・２月の主な行事予定 

  １月２２日（金） 私立推薦入試（３年） 英語検定 

  １月２６日（火） 都立推薦入試（３年） 

  １月２７日（水） 都立推薦入試（３年） 

  ２月 １日（月） 生徒会朝会 

  ２月 ２日（火） 都立推薦発表（３年） 

  ２月１０日（水） 私立一般入試（３年） 

  ２月１２日（金） 漢字検定 

  ２月１３日（土） 土曜授業（給食なし）新入生保護者説明会 

  ２月１５日（月） 全校朝会 安全指導 

  ２月２１日（日） 都立一般入試（３年） 

  ２月２４日（水）～２月２６日（金） 定期考査Ⅳ 

  ２月２６日（金） 専門委員会 評議執行委員会 

【栄光の記録】 

杉並区中学校新人バスケットボール大会 女子の部  

              第２位（都大会出場） 

杉並区ソフトテニス冬季研修大会 ２年の部 

              第３位  

緊急事態宣言に伴う本校の対応について 

（１）基本的な感染症予防策の徹底について 
○今後とも毎朝の検温を行うとともに健康記録表に記入して登校時に提出してください。 
○３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用） 
○校内の消毒作業は継続して行います。 
○授業終了後は速やかに帰宅してください。 
○飛沫感染防止の更なる徹底を図るため、できるだけ不織布マスクの着用をお願いします。 
※ 陽性者が出た場合は、同一空間にいた人がウレタン製や布製マスクを着用していても、マスクとして
の機能が不十分とみなされ濃厚接触者として判断されるケースがあるため。（濃厚接触者と判断される
と２週間の自宅待機となるなど、影響が大きいためできるだけ不織布マスクを御用意ください。） 

（２）学習活動等について 
○感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い学習活動は行いません。 
・グループや少人数等での話合い活動、対面や近接を伴う実験や観察活動、実習等 
・音楽における歌唱やリコーダーを用いる活動等 
・家庭科における調理実習 
・体育における身体接触を伴う活動（マット運動、武道における攻防など） 
・マスクを外さなければならないような学習活動等 

○部活動は中止とします。また、外部での活動等においても感染防止対策に準じた対応をお願いします。 
○体育館での集会活動や複数学年合同での活動は行いません。 

（３）学校行事・公開等について 
○1 月 19 日（月）の第三学年修学旅行保護者説明会は 2 月に延期とします。 
○2 月８日（月）に実施する予定の「1 年鎌倉校外学習」の実施は 3 月への延期とします。 

（４）学校給食について 
○生徒が対面する喫食形態を避け、会話を控えさせます。マスクは喫食直前に外し、清潔なビニールや布
等に保管し食後はすぐに装着することとします。喫食中の会話は避け、特にマスクを外している際の会
話は厳に慎むよう指導を徹底します。 

（５）その他 
○３月実施予定の「修学旅行」等の行事の実施の可否については、２月初旬を目途に判断する予定です。 

新入生保護者説明会 

日時：令和 3 年 2 月 13 日(土) 

   開場 午後１時 

   開会 午後２時から午後３時 

場所 荻窪中学校体育館 

※出席できない方は、事前に副校長

までご連絡ください。 


